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岡山市介護保険事故報告事務取扱要領 

平成16年 10月 1日作成 

平成18年 7月 13日改正 

平成24年 11 月 26日改正 

（趣旨） 

第１ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成11年厚生省令第37号）、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）、指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）、指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成18年厚生労働省令第37号）、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年

厚生省令第39号）、介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第４０号）、

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第４１号）、指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号）による、介護サービスを提供中に事

故が発生した場合の介護保険事業者から岡山市への報告は、この要領の定めるところによるものとする。 

（報告の対象） 

第２ 報告の対象となる事業者は、介護保険適用サービスを提供する指定介護保険事業者とする。 

（報告先） 

第３ 報告先は、別表の岡山市保健福祉局所管課（以下、「所管課」という。）とする。 

（事故の範囲） 

第４ 事業者が所管課へ報告する事故は、次の各号に掲げる場合とする。なお、報告対象とする事故は、過失

の有無を問うものではない。 

（１）サービス提供中に、利用者が死亡又は負傷、失踪した場合 

ア 「サービス提供中」とは、送迎中も含め、サービスを提供している時間帯を通してすべて含まれるもの

とする。短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護保険施設サービ

スにおいては、入所から退所までを「サービス提供中」とする。 

 イ 「死亡」とは、事故死亡をさし、病気死亡は報告対象外とする。但し、死因等に疑義が生じる可能性が

ある場合（トラブルになる恐れのあるとき）は報告することとする。  

 ウ 「負傷」とは、通院入院を問わず医師の保険診療を要したもの。但し、通院の場合においては、加療を

要しないものを除く。 

 エ 「失踪」とは、サービス提供中に、利用者の所在が不明となり、警察に捜索願が出された場合とする。 

 オ 利用者が、事故発生から、ある程度の期間を経てから死亡した場合は、事業者は速やかに所管課に報告

書を再提出すること。 

（２）施設等における感染防止の観点から対策が必要な疾患であって、食中毒及びインフルエンザ、感染性胃

腸炎などの「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に対する法律」第12条第1項に定める感染症及

び疥癬・結核の発生が認められた場合 

（３）その他、家族から苦情が出ている場合など、所管課が報告する必要があると認める場合 
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（報告） 

第５ 事業者は、第２に定める事故が発生した場合、介護保険事業者・事故報告書（報告様式）により、でき

る限り速やかに（３日以内）第１報を所管課に行うこと。第１報には、事故の概要までを記入し、提出する

こと。 

２ 事業者は、第１報後、概ね２週間以内に、１項にいう報告様式により、所管課へ第２報を行うこと。第２報

は、第１報後の対応・経過、及び事故の原因・再発防止に関する今後の対応・方針までを記入し、提出する

こと。 

なお、第２報の時点で、当該事故が完結していない場合には、その時点での進捗状況や完結の見込みなど

を今後の対応・方針欄に記載すること。 

３ 事業者は、第２報時に、必要に応じて所管課から求められた資料を提出すること。 

（公表等） 

第６ 所管課は、事故報告を取りまとめ、事故防止に資するものとする。 

２ 所管課は、事業者が運営基準に違反し、次の各号の一つに該当するときは、事業所名及び事故内容について

公表することができるものとする。 

（１）事業者が事故発生を隠匿していた場合 

（２）事業者が事故の再発防止策に取り組まない場合 

（３）その他利用者保護のため、所管課が必要と認めた場合 

附 則 

この要領は、平成１６年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１８年７月１３日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２４年１１月２６日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

別表 

介護保険サービス事故報告先 

事業所の所在地 保健福祉局所管課 

岡山市内 事業者指導課 

岡山市外 介護保険課 

（新） 

岡山市事業者指導課 在宅指導係 

ＴＥＬ(086)212-1013 

ＦＡＸ(086)221-3010 

（旧） 

岡山市介護保険課

☆介護保険サービスの事故報告先及び苦情処理窓口
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 第１報：平成  年  月  日 

      岡山市長 様                                              第２報：平成  年  月  日 

        介護保険事業者・事故報告書            □ 報告完了

第１報（発生後３日以内）

事 業 所 番 号  ｻｰﾋﾞｽ種類

名    称

所 在 地                        電話    （    ） 

報 告 者 職        氏 名 

被保険者番号  氏 名               男・女 

生 年 月 日 明・大・昭  年  月  日（  歳）要 介 護 度 要支援（   ）・要介護（   ） 

発 生 日 時 平 成   年    月   日（   ） 午前 ・ 午後   時   分 頃 

発 生 場 所 □居 室 □廊 下 □トイレ □食 堂 □風呂/脱衣所 □屋 外 □その他（                 ）

直 前 の 状 況 □移動中 □移 乗 □立ち上がり □食事中 □その他（                           ）

種   別 □転 倒 □転 落 □誤嚥/異食 □失 踪 □感染症等（        ）□その他（               ）

事 故 結 果

＊最も症状の重いもの
□入 院 □通 院 □死 亡 □骨 折 □打撲/捻挫 □切傷/擦過傷 □その他（                      ）

自 立 度

＊介護保険施設のみ
□自立 □J( ) □A( ) □B( ) □C ( )

認 知 症 度

＊介護保険施設のみ
□自立 □Ⅰ □Ⅱ( ) □Ⅲ( ) □Ⅳ □Ｍ

報告先 報告・説明日時 

医師    /     : 

管理者    /     : 

担当ケアマネ    /     : 

看護師    /     : 

    /     : 

保険者    /     : 

事故の概要(経緯や対応、介護者の有無、関係機関への連絡状況等)

家族：続柄（     ）    /     : 

第２報（第１報後２週間以内） 

第１報後の対応・経過 

損害賠償  □有（□完結 □継続） □無  □未交渉 

事故の原因 

再発防止に関する今後の対応・方針 

１ 介護サービス提供中に事故が発生した場合に、この報告書を保険者に提出してください。 

２ 第２報提出時に事故が完結していない場合は、その時点での進捗状況や完結の見込みなどを今後の対応・方

針欄に記載してください。なお、この様式で記入しきれない場合は別紙に記入してください。 

報告様式
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お問い合わせ先

■指導者の養成及び介護職員等に対する研修に関すること

入所系施設・事業所（不特定多数の者対象）… 長寿社会課（長寿社会企画班）

在宅系事業所（特定の者対象） … 障害福祉課（障害者自立支援班）

■認定特定行為業務従事者のうち、違法性阻却による経過措置対象者の認定に関すること

… 保健福祉課（地域福祉・法人指導班）

■認定特定行為業務従事者に関すること

入所系施設・事業所（不特定多数の者対象）… 長寿社会課（長寿社会企画班）

在宅系事業所（特定の者対象） … 障害福祉課（障害者自立支援班）

その他 … 保健福祉課（地域福祉・法人指導班）

■登録特定行為事業者に関すること

高齢者福祉関係 … 長寿社会課（長寿社会企画班）

障害福祉関係 … 障害福祉課（障害者自立支援班）

その他 … 保健福祉課（地域福祉・法人指導班）

■登録研修機関に関すること

… 保健福祉課（地域福祉・法人指導班）

＜電話番号＞

086-226-7317保健福祉課（地域福祉・法人指導班）

086-226-7345障害福祉課（障害者自立支援班）

086-226-7326長寿社会課（長寿社会企画班）

○制度に関する資料

制度の概要については、下記のサイトを参照ください。

厚生労働省ホームページ内 ＜喀痰吸引等（たんの吸引等）の制度について＞

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html

＜不特定多数の者対象研修＞については長寿社会課ホームページへ

http://www.pref.okayama.jp/page/265349.html

＜特定の者対象研修＞については障害福祉課ホームページへ

http://www.pref.okayama.jp/page/264436.html

通知の参照等、詳しくは岡山県保健福祉部保健福祉課のホームページから

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/32/

＜介護職員等による喀痰吸引等（たんの吸引等）について＞

http://www.pref.okayama.jp/page/263707.html
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岡事指 第９４１号 

平成２５年１月２４日 

各介護保険サービス事業者 様 

                            岡山市事業者指導課長 

平成２５年度認知症介護指導者養成研修の受講者推薦 

（岡山市内に所在する介護保険事業者の推薦分）について（依頼） 

 平素から、本市介護保険行政におきましてはご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し

上げます。 

 さて、標記について、社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センタ

ーから別添のとおり通知がありました。つきましては、研修対象者の要件を満たした

上で、受講者の推薦がある場合は下記のとおり必要書類の提出をお願いします。 

記 

１．提出書類 受講推薦書（別紙１） 

       承諾書（推薦法人・事業者用）（別紙２） 

       承諾書（受講申込者用）（別紙３） 

認知症介護指導者養成研修受講申込書（別紙様式１） 

認知症介護指導者養成研修に係る推薦書（別紙様式２） 

受講者考査のための実践事例報告に関する提出書類（別紙様式３） 

認知症介護実践リーダー研修修了証書の写し 

２．提出部数 各１部

３．提出期限 平成２５年３月２２日（金）必着 

４．その他  ・詳しくは、岡山市ホームページ「平成 25 年度認知症介護研究・研

修仙台センター認知症介護指導者養成研修受講者募集要項」を参照

ください。 

・研修受講に要する経費は事業者の負担となります。

・受講者は、推薦者の中から仙台センターが決定します。 

提出先及び本件に関する問い合わせ先 

〒700-0913 岡山市北区大供三丁目１番１８号 

岡山市役所保健福祉局事業者指導課 地域密着指導係 

Tel：（086）212-1012 Fax：（086）221-3010 
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１．事業者指導課に提出が必要な書類について 

１．事業者指導課に提出が必要な書類 

（１）条例制定に伴う「運営規程の変更届出」及び「（役員等が暴力団員でない旨の）誓約 

書、役員等名簿 

基準条例において、「運営規程の記載事項」及び「暴力団員の排除」が追加されたこ 

とに伴い、変更届の提出が必要となりますので、下記の期限までに提出してください。 

提出期限：平成２５年４月３０日（※平成２５年４月１日以降に提出すること。） 

（提出書類） 

① 変更届出書（様式第４号）Ｐ７９の記載例を参照のこと。

② 運営規程（変更後のもの）Ｐ２６～Ｐ２８「運営規程」を参照のこと。

     ※条例制定に伴う追加項目のほか、「従業者の員数」の記載方法も見直しが必 

    要な場合があるので留意すること。 

   ※変更した項目がわかるようにしてください。 

③ 誓約書（新様式は平成２５年３月中にホームページ掲載の予定） 

※【居宅サービス】用、【介護予防サービス】用の２種類を提出すること。 

Ｐ８０～Ｐ８３参照のこと。 

④ 役員等名簿（新様式は平成２５年３月中にホームページ掲載の予定） 

     ※平成２５年４月１日現在の役員等を記載すること。 

       なお、「役員等」には管理者が含まれるので注意すること。

Ｐ８４の記載例を参照。 

（２）介護職員処遇改善加算に係る提出書類 

・平成２５年度介護職員処遇改善加算届出書  →  提出期限：平成２５年２月２８日

・平成２4年度介護職員処遇改善加算実績報告書→ 提出期限：平成２５年７月３１日

※詳細は、Ｐ４９～Ｐ７５「介護職員処遇改善加算について」を参照。 

２．平成２５年４月１日以降に「体制届」を提出する場合、新たに「変更届出書」（様式第

４号）が必要となります。 

平成２４年度までは、「体制届」を提出する際に、「指定居宅サービス事業者等変更届 

出書」（様式第４号）の提出を不要としていましたが、平成２５年度からは、新たに提出 

を求めることとします。「変更があった事項」の２０番・介護給付日の請求に関する事項

に○を付して、変更の内容、変更年月日等を記載の上、「体制届」と併せて提出してくだ

さい。 

資料５ 事業者指導課（在宅指導係）からのお知らせ 
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３．平成２５年度において、指定有効期間の６年を満了する事業所の更新手続について 

平成２６年３月３１日において、多くの指定介護保険事業者が一斉に６年間の指定有 

 効期間を満了することに伴い、事業所ごとに『指定更新申請書』の提出期限を前倒しす

ることとします。（省略可能な書類についても現在検討中です。） 

なお、提出期限及び必要書類等の詳細については、『更新のお知らせ』を各事業所あて 

 に送付しますので、御協力をお願いします。 

※『更新のお知らせ』は、岡山市事業者指導課において事業所ごとに設定する提出期限 

のおおむね２月前に送付します。 

４．「変更届」、「体制届」に係る様式及び手引きのホームページ掲載について 

岡山市事業者指導課のホームページ（下記参照）に「変更届」、「体制届」の必要書類

を掲載しました。 

・「変更届」http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00033.html

・「体制届」http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00042.html

今後は、上記の岡山市版「変更届」・「体制届」の様式及び手引きをご使用ください。

なお、「指定（更新）申請書」等については、現在準備中のため、岡山県長寿社会課ホ 

ームページ掲載の手引き・様式を使用してください。 

※上記の申請・届出に係る提出書類等については、現在見直しを検討中です。 

平成２５年３月中に、平成２５年度版に更新する予定となっていますので、定期的 

に岡山市事業者指導課ホームページを確認してください。 

＜ 岡山市事業者指導課ホームページ＞ 

（http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00003.html）

【岡山市ホームページのトップページ】の左下の【市役所のご案内（組織・部署案内）】 

→ 【保健福祉局】→ 【事業者指導課】→ 【事業者指導課のトップページ】 

→ 【介護保険（在宅型サービス）】 

５ 「条例施行規則」及び「運用上の留意事項」のホームページ掲載について 

条例の制定に伴い、本市独自に規定した基準等について、条例施行規則及び運用上の 

 留意事項を定める予定です。平成２５年３月中に岡山市事業者指導課ホームページに掲 

載する予定ですので、必ず確認してください。 

６．疑義照会（質問）について 

今回の集団指導に係る内容のものに限らず、疑義照会・質問等については、原則とし 

て「質問票」により、ＦＡＸにて送信してください。 
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事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質 問 票】
 平成　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課在宅指導係あて
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０
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